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平成 22年 11月 29日 判決言渡 同 日原本交付 裁判所書記官

平成 22年 (ネ )第 165号  不当利得金返還請求控訴事件

(原審 。宮崎地方裁判所平成 21年 (フ )第 16号 )

ン
    ロ頭弁論終結 日 平成 22年 10月 15日

'              
判          決   /

控    訴    人     

同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士     宮   田   尚   典

滋賀県草津市西大路町 1-1

被  控  訴  人   株 式 会 社 シ テ ィ ズ

同 代 表 者 代 表 取 締 役     宗   竹   政   美

・・・ .・

・B:      同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士     蔵   元       淳

・ ・ .       主        文

・
:・ .・・       1 本件控訴を棄却す る。

2 控訴費用は控訴人の負担 とする。

事  実  及  び  理  由

第 1 控訴の趣 旨

1 原判決を取 り消す。

2 被控訴人は,控訴人に対 し, 22万 9420円 及び うち 22万 3763円 に

対する平成 20年 6月 19日 か ら支払済みまで年 5分の割合による金員 を支払

え。

3 訴訟費用は第 1, 2審 とも被控訴人の負担 とす る。

 ヽ    4 仮執行宣言

 ́   第 2 事案の概要

以下,略称については,原判決のそれに従 う。

1 請求,争点及び各審級 における判断の各概要



本件 (平成 20年 6月 18日 訴 え提起)は,控訴人が被控訴人に対 し,控訴

人が被控訴人 との間で金銭消費貸借 に基づ く借入及び返済を繰 り返 してきた と

ころ,弁済金の うち利息制限法所定の制限利率を超 えて支払つた部分を元本に

充当して引き直 し計算 をす ると,原判決別紙 1の過払金計算書の とお り過払金

が発生 しているとして, 22万 3763円 の過払元金及び これに対す る商事法

定利率年 6分の割合による民法 703条 の運用益又は民法 704条 の利息,及

び控訴人が被控訴人に過払金の返還 を求めた 日の翌 日である平成 20年 5月 2

1日 か ら支払済みまで民法所定の年 5分の割合による遅延損害金の支払を求め

た事案である。

本件の争点は,(1)い わゆるみな し弁済 (法 43条 1項)の適否 ,(2)期 限の利

益喪失の成否 ,(3)被控訴人が悪意の受益者 (民法 704条 )であるか,の 3点

である。

原判決 (平成 22年 7月 7日 言渡 し)は,争点(1)について,①本件契約締結

の際,被控訴人が控訴人に交付 した本件契約書及び本件説明書には,本件期限

の利益喪失特約 とともに,それぞれ利息制限法の定めの抜粋が記載 され,制限

利率及びこれを超過する利息の定めは無効であることが明記 されてお り,②控

訴人 Iま,本件説明書を,内容 の説明を受けた上で受領 しま した として署名 して

いることか らすれば,本件 において,控訴人が約定利息を支払わなければ期限

の利益を喪失す るとの誤解 を生 じさせていたと認 めることはできず,本件各弁

済には任意性 を認 めることができ,法 43条 1項のみな し弁済の適用が認 めら

れ,本件において過払金は発生 していない旨判断 して,そ の余の点につき判断

す るまでもなく控訴人の請求は理由がない としてこれを棄却 した。

これに姑 し,控訴人が本件控訴に及んだものであるが,本判決は,原判決 と

同旨の判断を してこれ を棄却す るものである。

2 前提 となる事実及び争点

この点は,原半J決 2頁 4行 日か ら6頁 26行 日までに記載の とお りであるか



ら,こ れを引用する。

第 3 当裁判所の判断

1 この点は,原判決 7頁 2行 日から8頁 7行 日までに記載のとお りであるから,

'      これを引用する。

｀     2 控訴人は,当審において,被控訴人が控訴人に交付した償還表 (乙 5)には,

支払予定額として制限超過部分を含む金額が記載されていることから,控訴人

が約定利息を支払わなければ期限の利益を喪失するとの誤解を生じさせていた

と主張する。しかしながら,上記償還表は,約定利虐、に沿つた場合の各支払日

における元本の分割金と利息額を記載 したものにすぎず,債務者である控訴人

に姑し,元本と併せて,利息制限法に従った制限利息のみの支払を特に躊躇さ

せるようなものとはいえない。 したがって,控訴人の上記主張は採用すること

・・・..・・:   ができない。

.:.a..第 4 結論

・
:・ .・・    よつて,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由

がないから,こ れを棄却することとして,主文のとおり判決する。

福岡高等裁判所宮崎支部

裁判長裁判官   横    山   秀    憲

裁判官   川   崎    聡    子

裁判官 空 閑 直 樹
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